
 

 

 

           

 

 

      

Ｖｏｌ．６２  ２００８年１２月０３日 

 

韓国特許の公費の改定について 

 

記 

韓国特許庁は、審査請求料、審判請求料並びに特許料（年金）を改定し、２００９年１月１日より施行

すると立法予告しました。 

その主な改定内容案を下記のとおり、ご案内致します。 

 

１． 審査請求料の基本料及び加算料を 19.3％及び 25％引き上げる。 

２． 審判請求料の基本料及び加算料を 50％及び 36.4％引き上げる。 

３． 新料金の施行後に特許決定された出願のみを対象に特許料（第１乃至３年度の年金）を引き下げ

る。（例えば、請求項が１０項の場合は、15.7％引き下げとなる。） 

４． 特許料（第４乃至６年度の年金）を引き下げる。（例えば、請求項１０項の場合は、7.5％引き下げと

なる。） 

５． 特許料（第７乃至９年度の年金）を引き下げる。（例えば、請求項１０項の場合は、2.8％引き下げと

なる。） 

 

従って、料金引上げが予定されている審査請求又は審判請求については、新料金の施行前にその

手続きを行う方が費用の面において有利であります。 

 

以上 

（情報提供：特許法人 KOREANA） 
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